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�こえない�員とのコミュニケーションを円滑にし、
仕事で⼗�に⼒を発揮してもらうためには、⼿���・
��筆�等担当者を配�または�嘱することが�果的です。
ぜひこの��にご��ください。

お問い�わせ先＜⼿���者の�嘱��について＞
���団�� ⼤��⼒��者協�
⼤�ろうあ�� ��相�� 労働グループ
電��06-6748-0380 FAX�06-6748-0383
メール�rodo-g@oskrokan.or.jp

お問い�わせ先＜助成金制度について＞
独立⾏政����・��・��者�⽤�援�構⼤���
��・��者�⼝サービス�
電��06-7664-0722 FAX�06-7664-0364
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/kaijo_joseikin/index.html

令和6年度制度�正に�う主な�更点
 ● 配�を��
  ⾃�の⼿�����を持った�員が��した場�も����に��
 ● �度�を��
  �嘱1�につき  6千円∕1回 ⇒ 1万円∕1回
         1年につき28万8千円 ⇒ 150万円∕� 
 ● ��措�を��
  当�の10年の��期間���、さらに5年��
 ● 中�年�等��者（35歳�上）の�⽤��を�る措�への助成を��
  ��に�う��の��により⽣じる�題を�消するために、35歳�上で
  �⽤�6か⽉を超える期間が��している�を��に10年��
 ● ���時間労働者を��
  ���労働時間が10時間�上20時間未�の2�の�覚��者を
  ��に��
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公益社団法⼈ ⼤阪聴⼒障害者協会

  助成金の種�
  

  助成率
  

  ���度�
  

  ��期間
  

  ��事項
  

  ��
  

  配�
  

⼿���・��
筆�等業�を
⾏った時間�の
賃金

3/4

  配�⼀�につき
  ⽉15万円まで
  

  10年間
  

����者等が�⽤�1年を超え
る期間が��している場�は��
となりません。
  

  ��
  

  �嘱
  

  ⼿���者等の
  �嘱�⽤の
   3/4

  �嘱⼀�につき
  1回1万円まで・
  年150万円まで
  

  ��
  

 ��
 措�

  

  配�
  

⼿���・��
筆�等業�を
⾏った時間�の
賃金
  ２/３

  配�⼀�につき
  ⽉1３万円まで
  

  5年間
  

��期間は上�の助成金の��
期間�了の�⽇から5年間となり
ます。
  

  �嘱
  

  ⼿���者等の
  �嘱�⽤の
  ２/３
  

  �嘱⼀�につき
  1回9千円まで・
  年135万円まで
  

  ��
  

中�
年�
措�

  

  配�
  

⼿���・��
筆�等業�を
⾏った時間�の
賃金
  ２/３

  配�⼀�につき
  ⽉1３万円まで

  ※1
  

  10年間
  

中���者の�は⼿��付⽇から
6か⽉を超える期間が��してい
ることが����者等となる�件
です。
  

  �嘱
  

  ⼿���者等の
  �嘱�⽤の
  ２/３
  

  �嘱⼀�につき
  1回9千円まで・
  年135万円まで

  ※2
  

〒537-0025
⼤��東成�中�1丁⽬3-59
⼤��立��情�コミュニケーションセンター３�

 ※１ 中⼩�業または��金������事業主は⽉15万円まで
 ※２ 中⼩�業または��金������事業主は1�につき1回1万円まで・年150万円まで
 助成金の��申�には、他にも�々な�件がありますので、独立⾏政����・��・��者�⽤�援�構に
 ご��ください。⼿���者の���頼については、⼤�ろうあ��にご相�ください。

支給対象障害者：２級、３級、４級または６級の聴覚障害者（在宅勤務者も対象になります）支給対象障害者：２級、３級、４級または６級の聴覚障害者（在宅勤務者も対象になります）
支給期間について：支給期間中に新たな支給対象障害者を追加した場合は、追加した日の属する月の翌月から起算した１０年間支給期間について：支給期間中に新たな支給対象障害者を追加した場合は、追加した日の属する月の翌月から起算した１０年間
が新たな支給期間になります。が新たな支給期間になります。（留意事項）（留意事項）令和６年４月１日以降の制度で助成金の受給資格認定を受けた認定に限ります。令令和６年４月１日以降の制度で助成金の受給資格認定を受けた認定に限ります。令
和６年３月３１日以前の制度で助成金の受給資格認定を受けた認定には新たに支給対象障害者を追加することはできないため、和６年３月３１日以前の制度で助成金の受給資格認定を受けた認定には新たに支給対象障害者を追加することはできないため、
新規の認定申請として受給資格認定を受けてください。支給期間は配置と委嘱の場合で異なります。新規の認定申請として受給資格認定を受けてください。支給期間は配置と委嘱の場合で異なります。


